
 

老朽化遊具修繕等支援事業費補助金に係る手続きの流れ 

 
 
 
 

※事業実施２週間前まで  
 

以下の条件を両方満たす場合に補助金が該当します。 

□対象となる遊具は、市内に設置されていて、町内会等が管理している老朽化した遊具となり 

ます。 

□対象となる事業は、遊具の塗装・軽微な補修または撤去を行う事業となります。 
 

※各２部提出  
 

□交付申請書[様式第 1号（第 5条関係）補助金等の交付申請書] 

□事業計画書[様式第１号（第４条、第７条関係）] 

 □位置図 □状況写真 □設計書または見積書 

□収支予算書[様式第２号（第４条、第７条関係）] 
 

  
 

□交付決定通知書（様式第２号）（第８条関係） 
 

  
 

  ※補助金の交付決定後に契約・事業着手が可能となります。 
 

※各２部提出  
                                 

□実績報告書[様式第 3号（第 14条関係）補助金等実績報告書]  

□事業実績書[様式第１号（第４条、第７条関係）] 

□工事施工及び完成写真 □工事請負契約書の写し  

□収支精算書[様式第２号（第４条、第７条関係）] 

□領収書（事業に係る支払を証明する資料） 
 

 
 

 
 
 

□補助金請求書[様式第 4 号(第 23 条関係)補助金等交付請求書] 
 

  
 

２．交付申請 

４．事業着手 

５．実績報告 

１．事前相談 

３．交付決定 

８．補助金支払 

６．補助金の額の確定 

７．補助金請求 

 

 

:申請者→市建設課 
:市建設課→申請者→ 


